
第１号議案－４ 

 

広島県教育委員会規則等の制定及び一部改正について 

 

広島県立高等学校学則及び広島県立高等学校通信教育に関する規則の一部改正に

ついて，次のとおり提案します。 

 

令和３年３月 24日 

 

              広島県教育委員会教育長  平 川 理 恵 

 

１ 提案の要旨 

  県立高等学校の再編整備等に伴い，広島県立高等学校学則及び広島県立高等学校

通信教育に関する規則の一部改正を行う。 

 

２ 改正内容   

改正する規則名 改正内容 ページ 

広島県立高等学校学則 
（昭和 28年広島県教育委員会規則第４号） 

・広島県立西高等学校の廃止及び広島

県立広島国泰寺高等学校定時制課

程，広島県立広島観音高等学校定時

制課程，広島県立海田高等学校定時

制課程の廃止 

・広島県立吉田高等学校全日制課程普

通科，生活福祉科の廃止 

・県立学校に入学を許可された者が提

出する授業料の誓約書の規定整備及

び授業料の口座振替納付の開始 

に伴う一部改正 

１～２ 

広島県立高等学校通信教育に

関する規則 
（昭和 32年広島県教育委員会規則第 12号） 

・広島県立西高等学校の廃止 

・履修科目数の上限等の見直し 

に伴う一部改正 

３～４ 

 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 
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広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号 
広 島 県 立 高 等 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和 年 月 日 

広 島 県 教 育 委 員 会 

教 育 長 平 川 理 恵 

広 島 県 立 高 等 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

広 島 県 立 高 等 学 校 学 則 （ 昭 和 二 十 八 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る 。 

改 正 後 改 正 前 

 

（ 入 学 手 続 及 び 入 学 許 可 ） 

第 十 五 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４ （ 略 ） 
 一 高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法

律 （ 平 成 二 十 二 年 法 律 第 十 八 号 ） 第 三 条 第

二 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 生 徒 
 
 
 
 
 
 

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 長 が 別 に

定 め る 生 徒 

５ （ 略 ） 
 
 （ 授 業 料 ） 

第 三 十 一 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 授 業 料 は 、 口 座 振 替 の 方 法 又 は 納 付 書 に よ

り 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 校 長 が

特 に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 現 金 を も つ

て 納 付 す る こ と が で き る 。 
 

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 

校  名 

課 程 

設 置 

学 科 

昼 夜 

別 

位 置 

本 校 分 校 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 広 島 

国 泰 寺 

高 等 学 

校 

 

全 日 制 普 通 科 
 広 島 市 

中 区 国

泰 寺 町 

一 丁 目 
   

広 島 県 

立 広 島 

観 音 高 

 

全 日 制 

総 合 学 

科 

 広 島 市 

西 区 南 

観 音 町 
 

 

（ 入 学 手 続 及 び 入 学 許 可 ） 
第 十 五 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４ （ 略 ） 

一 高 等 学 校 を 卒 業 し た 生 徒 
 
 

二 高 等 学 校 に 在 学 し た 期 間 が 通 算 し て 三 年

（ 定 時 制 の 課 程 は 四 年 ） を 超 え る 生 徒 （ 留

学 若 し く は 休 学 又 は 病 気 療 養 に よ る 欠 席 そ

の 他 の や む を 得 な い 事 由 と し て 教 育 長 が 別

に 定 め る 事 由 に よ り 三 年 （ 定 時 制 の 課 程 は

四 年 ） を 超 え る 生 徒 を 除 く 。 ） 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 長 が 別

に 定 め る 生 徒 

５ （ 略 ） 
 
 （ 授 業 料 ） 

第 三 十 一 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 授 業 料 は 、 納 付 書 に よ り 納 付 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 校 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認

め る 場 合 は 、 現 金 を も つ て 納 付 す る こ と が で

き る 。 
 

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 

校  名 

課 程 

設 置 

学 科 

昼 夜 

別 

位 置 

本 校 分 校 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 広 島 

国 泰 寺 

高 等 学 

校 

 

全 日 制 普 通 科 
 広 島 市 

中 区 国

泰 寺 町 

一 丁 目 定 時 制 普 通 科 夜 

広 島 県 

立 広 島 

観 音 高 

 

全 日 制 

総 合 学 

科 

 広 島 市 

西 区 南 

観 音 町 
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等 学 校  
  

  

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
広 島 県 

立 海 田 

高 等 学 

校 

 

全 日 制 

普 通 科 

 

家 政 科 

 安 芸 郡 

海 田 町 

   

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 吉 田 

高 等 学 

校 

 

全 日 制 

 

 

 

 

ア グ リ 

ビ ジ ネ 

ス 科 

 

探 究 科 

 安 芸 高 

田 市 吉 

田 町 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 安 芸 

南 高 等 

学 校 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

      

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

等 学 校  

定 時 制 普 通 科 昼 
 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 海 田 

高 等 学 

校 

 

全 日 制 

普 通 科 

 

家 政 科 

 安 芸 郡 

海 田 町 

定 時 制 普 通 科 夜 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 吉 田 

高 等 学 

校 

 

全 日 制 

普 通 科 

 

生 活 福

祉 科 

 

ア グ リ 

ビ ジ ネ 

ス 科 

 

探 究 科 

 安 芸 高 

田 市 吉 

田 町 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
広 島 県 

立 安 芸 

南 高 等 

学 校 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 西 高 

等 学 校 
    通 信 制 普 通 科     

広 島 市 

中 区 国 

泰 寺 町 

一 丁 目 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

  

   附 則 

こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号 
広 島 県 立 高 等 学 校 通 信 教 育 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和 年 月 日 

広 島 県 教 育 委 員 会 

教 育 長 平 川 理 恵 

広 島 県 立 高 等 学 校 通 信 教 育 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

広 島 県 立 高 等 学 校 通 信 教 育 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る 。 

改 正 後 改 正 前 

 

（ 実 施 校 及 び 設 置 学 科 ） 

第 二 条 通 信 制 の 課 程 を 置 く 高 等 学 校 （ 以 下 「

実 施 校 」 と い う 。 ） は 広 島 県 立 東 高 等 学 校 と

し 、 そ の 設 置 学 科 は 普 通 科 と す る 。 
  
 

   
 （ 学 習 指 導 ） 

第 八 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 
 
 
 
 

３ ・ ４ （ 略 ） 
 
 （ 試 験 方 法 ） 

第 十 条 試 験 は 、 前 期 末 試 験 及 び 後 期 末 試 験 と

す る 。 
 
 
 

２ 前 期 末 試 験 及 び 後 期 末 試 験 は 、 各 教 科 ・ 科

目 の 所 定 の 学 習 報 告 書 を 提 出 し 、 及 び 所 定 の

面 接 指 導 に 出 席 し た 者 に つ い て 行 う 。 
 

３ （ 略 ） 
 
 （ 単 位 の 認 定 等 ） 

第 十 二 条 （ 略 ） 
 
 
 
 
 

第 十 三 条 （ 略 ） 
 

 

（ 実 施 校 及 び 設 置 学 科 ） 
第 二 条 通 信 制 の 課 程 を 置 く 高 等 学 校 （ 以 下 「

実 施 校 」 と い う 。 ） 及 び そ の 設 置 学 科 は 、 次

の と お り と す る 。 

一 広 島 県 立 西 高 等 学 校 普 通 科 

二 広 島 県 立 東 高 等 学 校 普 通 科 
   
 （ 学 習 指 導 ） 

第 八 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 校 長 は 、 生 徒 が 三 月 以 上 に わ た つ て 前 項 の

学 習 報 告 書 を 提 出 し な い と き は 、 そ の 生 徒 か

ら 学 習 報 告 延 期 届 を 提 出 さ せ な け れ ば な ら な

い 。 

４ ・ ５ （ 略 ） 
 
 （ 試 験 方 法 ） 

第 十 条 試 験 は 、 中 間 試 験 及 び 終 末 試 験 と す 

る 。 

２ 中 間 試 験 は 、 各 教 科 ・ 科 目 の 学 習 の 中 途 に 

お い て 所 定 の 単 元 を 履 修 し た 者 に つ い て 行 

う 。 

３ 終 末 試 験 は 、 各 教 科 ・ 科 目 の 全 体 に わ た つ

て 所 定 の 学 習 報 告 書 を 提 出 し 、 及 び 所 定 の 面

接 指 導 に 出 席 し た 者 に つ い て 行 う 。 
 

４ （ 略 ） 
 
 （ 単 位 の 認 定 等 ） 

第 十 一 条 の 二 （ 略 ） 
 
 （ 同 時 に 履 修 で き る 科 目 数 ） 

第 十 二 条 生 徒 が 同 時 に 履 修 で き る 科 目 数 は 、

十 二 科 目 以 内 と す る 。 
 

第 十 三 条 （ 略 ） 
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 （ 技 能 連 携 等 ） 

第 十 四 条 （ 略 ） 
 

第 十 九 条 （ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 

第 二 十 条 ・ 第 二 十 一 条 （ 略 ） 
 

（ 年 間 修 得 単 位 数 ） 

第 十 四 条 生 徒 が 通 信 教 育 の み に よ つ て 、 一 年

間 に 修 得 で き る 各 教 科 ・ 科 目 等 の 単 位 数 の 合

計 は 、 三 十 単 位 以 内 と す る 。 
 
 （ 技 能 連 携 等 ） 

第 十 四 条 の 二 （ 略 ） 
 

第 十 九 条 （ 略 ） 
 
 （ 併 修 す る 場 合 の 単 位 数 ） 

第 二 十 条 前 条 の 規 定 に よ り 併 修 す る こ と が で

き る 年 間 単 位 数 の 合 計 は 、 定 時 制 の 過 程 に お

い て 修 得 す る 年 間 単 位 数 と あ わ せ て 三 十 単 位

を こ え て は な ら な い 。 
 

第 二 十 一 条 ・ 第 二 十 一 条 の 二 （ 略 ） 
 

   附 則 

こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  


